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日本介護経営研究協会

介護に強い特化会計事務所を育成
業界初、プロ集団で経営全般を支援

　医療特化している税理士は多いが、
介護に特化している税理士は極めて少
ない。介護分野に進出したくとも、「そ
の方法、手段が分からない」というの
が主な理由だが、介護市場の拡大とも
に、介護施設・介護事業所の整備は待っ
たなしの状況にあり、介護の経営指導
に関するニーズも急速に高まってきた。
　しかしながら、介護事業分野に対応
できる専門家は極めて少ないのが現状
で、求められるニーズは各専門家の「本
来の業務」に付随した分野が中心で、
実務や現場レベルでのフォローは提供
されにくい面はあった。
　そうした介護サービス事業の現状を
踏まえ、介護経営のブレーンというべき
専門家育成を目的に組織化されたのが

「一般社団法人日本介護経営研究協
会」（代表理事＝中野幸一税理士法人
中野会計事務所代表社員、 事務局＝北
海道・札幌市、TEL：011-209-7022）だ。
　介護の現場では多くの課題が山積し
ている。例えば、療養病床から老健施
設への転換実務。今後 2 年間で全国
2,500 以上の施設が廃止および老健転
換を余儀なくされる。また、介護報酬
改正に伴う現場での対応、施設の増加
と競争の激化、医療・介護保険法の同
時改正による業界への影響など、枚挙
にいとまがない。
　また、地方分権という介護保険法が
持つ特殊性や介護関連業務の標準化
の難しさなどを理由に、これまで、どち
らかというと専門家の本格的な参入を
拒んできた業界ともいわれている。そ
のため、この介護業界への参入は税理
士ら経営の専門家にとっても、社会貢
献という目的も兼ね備えた新しい業務
領域でもあるわけだ。

　協会発足に当たっては、介護施設の
ための「痒いところに手が届く」サービ
スの提供をコンセプトに、税理士を中
心として、会計事務所出身でこれまで多
くの老健施設等の経営改善指導を手掛
けてきたコンサルタントらが参画。税理
士らによる介護経営コンサルタントの育
成機関として専門家集団の形成、ワン
ストップサービスの提供窓口として活動
していく。
　専門家育成機関としての事業につい
ては、①会計事務所、社会保険労務士
を対象とした実務指導マニュアルの提
供②実務指導セミナーの開催および受
講者らの組織化③経営研究部会の設
置によるノウハウの研究開発－などを
手掛ける。
　こうして、税理士、社会保険労務士
らが実務ノウハウを提供し、介護経営
に対する意識付けおよび組織化による
協業体制を構築することで、専門家の
プロ集団を形成することが可能となり、
介護事業者らへの支援に結びつかせた
いとしている。
　また、税理士、社会保険労務士、弁
護士ら各士業と金融機関、建設・設計
会社、人材派遣会社等が一体となって、
介護施設や介護事業者からの相談・施
設開設までの諸手続と、開設後の経営、
税務・会計、労務、人材等のワンストッ
プサービスを提供。　
　税理士がこの介護業界に進出しやす
い理由として、医療特化への進出基盤
がすでに確立されており、専門特化し
やすい点が挙げられる。医療経営支援
の延長線上に「介護」も含めて捉え、
介護サービス事業の現状や介護報酬レ
セプトの実務知識、介護施設経営改善
ノウハウを積み上げることで、“ 介護特

化事務所 ”として顧客の信頼を得ること
も可能だ。
　同協会では、税理士らを対象に 12
月 11 日の 13 時 30 分～ 17 時、東京・
中央区日本橋の「キャピタルパートナー
ズ証券セミナールーム」で「介護事業
に特化する事務所戦略」と題したセミ
ナーを開催し、賛同者を募る。当日は、
介護特化を考える会計事務所に向けて、
その参入ノウハウと最新の業界事情に
ついて解説する。
　当日のセミナー講師で、協会理事の
小濱道博氏（小濱介護経営事務所代
表）は、「介護事業について、税理士ら

の関心はもともと低くはなかったが、実
態が分からないというのが現状だった。
そのため、会計事務所に適切な情報を
提供することで、介護事業者へのフォ
ローアップにつながればと思い、協会
の体制づくりに着手した」と発足の経緯
を話す。
　今まで、「介護業界は儲からない」（税
理士）とした先入観の強かった介護特
化への分野だが、ここにきて市場拡大
の流れにあわせて、「経営者としての介
護事業者を育成していこう」、とした活
動のフィールドに、税理士としての新た
な進出意義も見い出せそうだ。

　2000 年の介護保険法の施行以来、わずか 10年にも満たない介護業界。しかしながら、市場は一気に拡大を続けており、
2025 年には19兆円市場規模に達し、その他のシルバー市場を合わせると30兆円もの市場を形成すると予測されている。
それに伴い、介護事業者に対する適切な経営のコンサルティングを行える専門家の重要が急激に高まってきている。そうし
たなか、税理士を中心とした介護経営に関する専門家のプロ集団を目指す「一般社団法人日本介護経営研究協会」がこ
のほど旗揚げした。介護経営コンサルタントの育成はじめ、経営・税務・労務、人材等に関するワンストップサービスの提
供で、介護経営全般を支援していく。介護事業という未開拓の分野に特化した団体の発足は税理士業界内では初めてで、
今後の協会活動に熱い視線が集まっている。

　税理士法改正作業に注目が集まるなか、日
税連の「税理士法改正に関するプロジェクト
チーム」（ＰＴ）によるタタキ台（案）が公表
された。日税連のホームページの会員専用
ページから内容確認でき、今後、各税理士
会で来年3月末までに広く会員から意見募集
を行うことになった。
　タタキは税理士法改正に関するＰＴとして
のイメージを示したもので、１３の改正要望
項目ほか、検討を要する２項目が掲載されて
いる。
　まず、税理士業務に関する規定項目では、
①電子申告等の送信業務②補助税理士制度
のあり方③報酬のある公職に就いた場合の税
理士業務の停止規定の見直し－がある。現
行の「補助税理士」という呼称は、制度の趣
旨を適切に表していないことから、「専従税
理士」へと変更する。
　次に、税理士の資格取得に関する項目では、
①税理士の資格②実務研修制度の創設③受
験資格要件の廃止④試験科目の整理－が挙

税理士法改正タタキ台を公表
来年3月まで会員から広く意見募る

げられている。
　税理士と公認会計士の資格取得に関する
不均衡問題が取り沙汰される中、税理士とな
る資格を有する者は、税理士試験に合格した
者を原則とし、弁護士・公認会計士の資格者
に対しては、弁護士は「会計学」、公認会計
士は、「税法」に属する科目に合格する必要
があるとしている。　
　また、改正が実施されるまでの経過措置と
して、国税審議会が指定する特別研修を受講
することが必要、としている。　
　さらに、受験資格要件の廃止で、現在の学
歴等による受験資格（税理士法第５条）の廃
止を求めている。
　このほか、税理士の信頼性の確保に関する
規定項目では、①研修受講の義務化②税務
支援のうち税務援助への従事義務③税理士
証票の更新義務④税理士職業賠償責任保険
への加入義務―などが改正項目として挙げら
れている。

▲厳しさを増す介護サービス
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